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(57)【要約】
　本発明に係る超音波プローブユニットは、被検体内に
挿入される挿入部の先端に設けられ、超音波を送受信す
る超音波振動子（７）と、超音波振動子（７）から延び
る複数のケーブル（２１６ａ）と、導電部および絶縁部
が交互に配置されてなる筒状のコネクタであって、複数
のケーブル（２１６ａ）を内部に挿通するとともに、該
複数のケーブルを互いに異なる導電部と電気的に接続し
てなるコネクタ（２１７、２１８）と、を備えた。



(2) JP WO2017/150461 A1 2017.9.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される挿入部の先端に設けられ、超音波を送受信する超音波振動子と、
　前記超音波振動子から延びる複数のケーブルと、
　導電部および絶縁部が交互に配置されてなる筒状のコネクタであって、前記複数のケー
ブルを内部に挿通するとともに、該複数のケーブルを互いに異なる導電部と電気的に接続
してなるコネクタと、
　を備えたことを特徴とする超音波プローブユニット。
【請求項２】
　前記複数のケーブルが延びる方向に沿って複数の前記コネクタが配置されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波プローブユニット。
【請求項３】
　複数の前記コネクタの間には、間隔が設けられている
　ことを特徴とする請求項２に記載の超音波プローブユニット。
【請求項４】
　複数の前記コネクタの間に設けられ、隣り合うコネクタ間で露出する前記ケーブルを被
覆する被覆部材、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項３に記載の超音波プローブユニット。
【請求項５】
　前記被覆部材は、防水性を有する材料を用いて形成されており、前記コネクタに密着し
ている
　ことを特徴とする請求項４に記載の超音波プローブユニット。
【請求項６】
　前記ケーブルは、芯線およびシールドを有し、
　前記コネクタは、複数の前記導電部のうち、端部に設けられた導電部が前記シールドと
電気的に接続し、残りの導電部が、互いに異なる前記芯線と接続している
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波プローブユニット。
【請求項７】
　被検体内に挿入される挿入部の先端に設けられており、超音波を送受信する超音波振動
子と、前記超音波振動子から延びる複数のケーブルと、導電部および絶縁部が交互に配置
されてなる筒状のコネクタであって、前記複数のケーブルを内部に挿通するとともに、該
複数のケーブルを互いに異なる導電部と電気的に接続してなるコネクタとを有する超音波
プローブユニットと、
　複数の前記導電部と電気的に接続可能な複数のレセプタを有する接続基板と、
　を備えたことを特徴とする超音波内視鏡。
【請求項８】
　前記複数のレセプタは、前記複数の導電部と同数設けられている
　ことを特徴とする請求項７に記載の超音波内視鏡。
【請求項９】
　前記複数のレセプタは、前記接続基板の表面上に二次元的または三次元的に配置されて
いる
　ことを特徴とする請求項７に記載の超音波内視鏡。
【請求項１０】
　被検体内に挿入される挿入部の先端に設けられ、超音波を送受信する超音波振動子と、
前記超音波振動子から延びる複数のケーブルと、前記複数のケーブルを電気的に接続する
コネクタとを備えた超音波プローブユニットの製造方法であって、
　筒状をなす導電部に前記複数のケーブルを挿通するとともに、前記複数のケーブルのう
ちのいずれかのケーブルと前記導電部とを電気的に接続する接続ステップと、
　筒状をなす絶縁部に前記複数のケーブルを挿通するとともに、該絶縁部を前記導電部に
取り付ける絶縁部取付ステップと、
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　前記接続ステップおよび前記絶縁部取付ステップを交互に繰り返すことによって、前記
コネクタを形成するコネクタ形成ステップと、
　を含むことを特徴とする超音波プローブユニットの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を観測対象へ送信するとともに、観測対象で反射された超音波エコー
を受信して電気信号に変換する超音波振動子を備えた超音波プローブユニット、この超音
波プローブユニットを備えた超音波内視鏡、および超音波プローブユニットの製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　観測対象である生体組織または材料の特性を観測するために、超音波を適用することが
ある。具体的には、超音波観測装置が、超音波を送受信する超音波振動子から受信した超
音波エコーに対して所定の信号処理を施すことにより、観測対象の特性に関する情報を取
得することができる。このうち、超音波を適用した体内の生体組織などの診断には、挿入
部の先端に超音波振動子が設けられた超音波内視鏡が用いられる（例えば、特許文献１を
参照）。
【０００３】
　超音波内視鏡において、挿入部の先端に設けられた超音波振動子と、超音波観測装置と
は、超音波振動子から延出する複数のケーブルと、各ケーブルの超音波振動子側と反対側
に設けられ、コネクタを介して複数のケーブルに接続される基板とを介して電気的に接続
される。すなわち、超音波内視鏡の内部には、超音波振動子と基板とを電気的に接続する
コネクタを有するケーブルが挿通されている。
【０００４】
　超音波振動子を挿入部に配設して超音波内視鏡を製造する際、コネクタを有する複数の
ケーブルを挿入部の先端から挿入して、基板との接続側に送り込む。特許文献１では、複
数のケーブルおよびコネクタを挿入部に挿入する際に、挿入部の内部を損傷しないように
、コネクタにはフレキシブル基板が採用され、かつ、フレキシブル基板が分離可能な構造
にして、容易に挿入できるようにしている。特許文献１では、小型化したコネクタ（フレ
キシブル基板）を挿入部に挿入するため、製造時におけるケーブルおよび／または挿入部
の内部の損傷を抑制して品質の劣化を抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１３９９２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１が開示する技術では、複数のケーブル、およびフレキシブル
基板を挿入部に挿入する際に、まずフレキシブル基板を分離する。その後、分離後のフレ
キシブル基板の一方であり、ケーブルに接続しているフレキシブル基板を挿入部に挿入し
た後、分離したフレキシブル基板同士を接続する必要がある。このため、超音波内視鏡の
製造において、複数のケーブルおよびコネクタ（フレキシブル基板）を挿入部に挿入する
際に手間がかかっていた。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、品質劣化を抑制し、かつ容易に製造を
行うことができる超音波プローブユニット、超音波内視鏡および超音波プローブユニット
の製造方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る超音波プローブユニット
は、被検体内に挿入される挿入部の先端に設けられ、超音波を送受信する超音波振動子と
、前記超音波振動子から延びる複数のケーブルと、導電部および絶縁部が交互に配置され
てなる筒状のコネクタであって、前記複数のケーブルを内部に挿通するとともに、該複数
のケーブルを互いに異なる導電部と電気的に接続してなるコネクタと、を備えたことを特
徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る超音波プローブユニットは、上記発明において、前記複数のケーブ
ルが延びる方向に沿って複数の前記コネクタが配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る超音波プローブユニットは、上記発明において、複数の前記コネク
タの間には、間隔が設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る超音波プローブユニットは、上記発明において、複数の前記コネク
タの間に設けられ、隣り合うコネクタ間で露出する前記ケーブルを被覆する被覆部材、を
さらに備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る超音波プローブユニットは、上記発明において、前記被覆部材は、
防水性を有する材料を用いて形成されており、前記コネクタに密着していることを特徴と
する。
【００１３】
　また、本発明に係る超音波プローブユニットは、上記発明において、前記ケーブルは、
芯線およびシールドを有し、前記コネクタは、複数の前記導電部のうち、端部に設けられ
た導電部が前記シールドと電気的に接続し、残りの導電部が、互いに異なる前記芯線と接
続していることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る超音波内視鏡は、被検体内に挿入される挿入部の先端に設けられて
おり、超音波を送受信する超音波振動子と、前記超音波振動子から延びる複数のケーブル
と、導電部および絶縁部が交互に配置されてなる筒状のコネクタであって、前記複数のケ
ーブルを内部に挿通するとともに、該複数のケーブルを互いに異なる導電部と電気的に接
続してなるコネクタとを有する超音波プローブユニットと、複数の前記導電部と電気的に
接続可能な複数のレセプタを有する接続基板と、を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る超音波内視鏡は、上記発明において、前記複数のレセプタは、前記
複数の導電部と同数設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る超音波内視鏡は、上記発明において、前記複数のレセプタは、前記
接続基板の表面上に二次元的または三次元的に配置されていることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る超音波プローブユニットの製造方法は、被検体内に挿入される挿入
部の先端に設けられ、超音波を送受信する超音波振動子と、前記超音波振動子から延びる
複数のケーブルと、前記複数のケーブルを電気的に接続するコネクタとを備えた超音波プ
ローブユニットの製造方法であって、筒状をなす導電部に前記複数のケーブルを挿通する
とともに、前記複数のケーブルのうちのいずれかのケーブルと前記導電部とを電気的に接
続する接続ステップと、筒状をなす絶縁部に前記複数のケーブルを挿通するとともに、該
絶縁部を前記導電部に取り付ける絶縁部取付ステップと、前記接続ステップおよび前記絶
縁部取付ステップを交互に繰り返すことによって、前記コネクタを形成するコネクタ形成
ステップと、を含むことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、品質劣化を抑制し、かつ容易に製造を行うことができるという効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る内視鏡システムを模式的に示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の挿入部の先端構成を模式的
に示す斜視図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の挿入部の先端構成を模式的
に示す分解斜視図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式図で
ある。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を模式的に示す
部分断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を模式的に示す
部分断面図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式図で
あって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式図で
あって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式図で
あって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式
図であって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式
図であって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式
図であって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式
図であって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態２に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式
図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態２に係る超音波内視鏡の製造方法を説明する図
である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態２の変形例１に係る超音波内視鏡の要部の構成
を示す模式図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態２の変形例２に係る超音波内視鏡の要部の構成
を示す模式図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施の形態３に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式
図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施の形態４に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態）について
説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
さらに、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付している。
【００２１】
（実施の形態１）



(6) JP WO2017/150461 A1 2017.9.8

10

20

30

40

50

　図１は、本発明の実施の形態１に係る内視鏡システムを模式的に示す図である。内視鏡
システム１は、超音波内視鏡を用いて人等の被検体内の超音波診断を行うシステムである
。この内視鏡システム１は、図１に示すように、超音波内視鏡２と、超音波観測装置３と
、内視鏡観察装置４と、表示装置５と、光源装置６とを備える。
【００２２】
　超音波内視鏡２は、その先端部に設けられた超音波振動子によって、超音波観測装置３
から受信した電気的なパルス信号を超音波パルス（音響パルス）に変換して被検体へ照射
するとともに、被検体で反射された超音波エコーを電圧変化で表現する電気的なエコー信
号に変換して出力する。
【００２３】
　超音波内視鏡２は、通常は撮像光学系および撮像素子を有しており、被検体の消化管（
食道、胃、十二指腸、大腸）、または呼吸器（気管、気管支）へ挿入され、消化管や呼吸
器の撮像を行うことが可能である。また、その周囲臓器（膵臓、胆嚢、胆管、胆道、リン
パ節、縦隔臓器、血管等）を、超音波を用いて撮像することが可能である。また、超音波
内視鏡２は、光学撮像時に被検体へ照射する照明光を導くライトガイドを有する。このラ
イトガイドは、先端部が超音波内視鏡２の被検体への挿入部の先端まで達している一方、
基端部が照明光を発生する光源装置６に接続されている。
【００２４】
　超音波内視鏡２は、図１に示すように、挿入部２１と、操作部２２と、ユニバーサルコ
ード２３と、連結部２４とを備える。挿入部２１は、被検体内に挿入される部分である。
この挿入部２１は、図１に示すように、先端側に設けられ、超音波振動子７を保持する硬
性の先端部２１１と、先端部２１１の基端側に連結され湾曲可能とする湾曲部２１２と、
湾曲部２１２の基端側に連結され可撓性を有する可撓管部２１３とを備える。ここで、挿
入部２１の内部には、具体的な図示は省略したが、光源装置６から供給された照明光を伝
送するライトガイド、各種信号を伝送する複数の信号ケーブルが引き回されているととも
に、処置具を挿通するための処置具用挿通路などが形成されている。
【００２５】
　超音波振動子７は、コンベックス振動子、ラジアル振動子およびリニア振動子のいずれ
でも構わない。本実施の形態１では、超音波内視鏡２が、超音波振動子７として複数の圧
電素子をアレイ状に設け、送受信にかかわる圧電素子を電子的に切り替えたり、各圧電素
子の送受信に遅延をかけたりすることで、電子的に走査させるコンベックス型の超音波振
動子であるものとして説明する。超音波振動子７の構成については、後述する。
【００２６】
　図２は、本実施の形態１に係る超音波内視鏡の挿入部の先端構成を模式的に示す斜視図
である。図２に示すように、先端部２１１は、超音波振動子７を保持する超音波振動子モ
ジュール２１４と、照明光を集光して外部に出射する照明レンズ２１５ａ、および、撮像
光学系の一部をなし、外部からの光を取り込む対物レンズ２１５ｂを有する内視鏡モジュ
ール２１５と、を備える。内視鏡モジュール２１５には、挿入部２１内に形成された処置
具用挿通路に連通し、挿入部２１の先端から処置具を突出させる処置具突出口２１５ｃが
形成されている。処置具用挿通路は、処置具突出口２１５ｃに連なる端部近傍が、挿入部
２１の長手軸に対して傾斜し、処置具が処置具突出口２１５ｃから長手軸に対して傾斜し
た方向に突出するように設けられている。ここでいう長手軸とは、挿入部２１の長手方向
に沿った軸である。湾曲部２１２や可撓管部２１３では各位置によって軸方向が変化する
が、硬性の先端部２１１では、長手軸は、一定した直線をなす軸である。
【００２７】
　操作部２２は、挿入部２１の基端側に連結され、医師等からの各種操作を受け付ける部
分である。この操作部２２は、図１に示すように、湾曲部２１２を湾曲操作するための湾
曲ノブ２２１と、各種操作を行うための複数の操作部材２２２とを備える。また、操作部
２２には、処置具用挿通路に連通し、当該処置具用挿通路に処置具を挿通するための処置
具挿入口２２３が形成されている。
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【００２８】
　ユニバーサルコード２３は、操作部２２から延在し、各種信号を伝送する複数の信号ケ
ーブル、および光源装置６から供給された照明光を伝送する光ファイバ等が配設されたケ
ーブルである。
【００２９】
　連結部２４は、ユニバーサルコード２３の先端に設けられている。そして、連結部２４
は、超音波ケーブル３１、ビデオケーブル４１、および光ファイバケーブル６１がそれぞ
れ接続される第１～第３連結部２４１～２４３を備える。
【００３０】
　超音波観測装置３は、超音波ケーブル３１（図１）を介して超音波内視鏡２に電気的に
接続し、超音波ケーブル３１を介して超音波内視鏡２にパルス信号を出力するとともに超
音波内視鏡２からエコー信号を入力する。そして、超音波観測装置３は、当該エコー信号
に所定の処理を施して超音波画像を生成する。
【００３１】
　内視鏡観察装置４は、ビデオケーブル４１（図１）を介して超音波内視鏡２に電気的に
接続し、ビデオケーブル４１を介して超音波内視鏡２からの画像信号を入力する。そして
、内視鏡観察装置４は、当該画像信号に所定の処理を施して内視鏡画像を生成する。
【００３２】
　表示装置５は、液晶または有機ＥＬ（Electro　Luminescence）、プロジェクタ、ＣＲ
Ｔ（Cathode　Ray　Tube）などを用いて構成され、超音波観測装置３にて生成された超音
波画像や、内視鏡観察装置４にて生成された内視鏡画像等を表示する。
【００３３】
　光源装置６は、光ファイバケーブル６１（図１）を介して超音波内視鏡２に接続し、光
ファイバケーブル６１を介して被検体内を照明する照明光を超音波内視鏡２に供給する。
【００３４】
　続いて、超音波振動子７と操作部２２との間の電気的な接続について図３～図８を参照
して説明する。図３は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の挿入部の先端構成を
模式的に示す分解斜視図である。図４は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要
部の構成を示す模式図である。図５は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部
の構成を模式的に示す部分断面図である。
【００３５】
　超音波振動子モジュール２１４は、図３に示すように、内視鏡モジュール２１５に形成
され、湾曲部２１２や可撓管部２１３に連なる孔部２１５ｄに嵌入可能な嵌入部２１４ａ
と、超音波振動子７を保持する保持部２１４ｂとを有する。超音波振動子モジュール２１
４は、孔部２１５ｄに嵌入部２１４ａを嵌入することによって内視鏡モジュール２１５に
取り付けられ、先端部２１１を構成する。
【００３６】
　超音波振動子モジュール２１４は、図４に示すように、超音波振動子７の一つまたは複
数の圧電素子と接続する複数の同軸ケーブル２１６ａを有する多芯同軸ケーブル２１６を
介して操作部２２に設けられた接続ユニット（後述する接続ユニット１００）に接続され
ている。これにより、超音波振動子７と操作部２２との間が電気的に接続される。
【００３７】
　各同軸ケーブル２１６ａは、超音波振動子７と接続する側と反対側において、接続ユニ
ット１００に接続する第１接続部２１７および第２接続部２１８のうちのいずれかに接続
されている（図４参照）。第１接続部２１７は、多芯同軸ケーブル２１６に対して複数（
本実施の形態１では二つ）設けられる。一方、第２接続部２１８は、多芯同軸ケーブル２
１６における超音波振動子７と接続する側と反対側の端部に設けられている。第１接続部
２１７および第２接続部２１８は、接続ユニットと電気的に接続するコネクタとして機能
し、多芯同軸ケーブル２１６（同軸ケーブル２１６ａ）が延びる方向に沿って設けられて
いる。また、隣り合う第１接続部２１７の間、および第１接続部２１７および第２接続部
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２１８の間には、間隔が設けられている。本実施の形態１では、超音波振動子７、多芯同
軸ケーブル２１６、第１接続部２１７および第２接続部２１８により、超音波プローブユ
ニットを構成している。
【００３８】
　同軸ケーブル２１６ａは、図５に示すように、最も外周側に設けられる芯線ジャケット
３００と、芯線ジャケット３００によって被覆され、導電性の編組チューブからなるシー
ルド３０１と、シールド３０１に被覆され、絶縁性を有する内皮３０２と、信号を伝送す
る信号線である芯線３０３とを有する。
【００３９】
　第１接続部２１７は、図５に示すように、複数の同軸ケーブル２１６ａのうち、所定数
（例えば、本実施の形態１では６本）の同軸ケーブル２１６ａのシールド３０１を保持す
る中空円柱状のシールド保持部２１７０と、シールド保持部２１７０が保持する同軸ケー
ブル２１６ａの芯線３０３をそれぞれ保持する中空円柱状の複数の芯線保持部２１７１と
、シールド保持部２１７０および芯線保持部２１７１の間、および隣り合う芯線保持部２
１７１の間に設けられ、絶縁性を有する中空円柱状をなす複数の絶縁部２１７２とを有す
る。
【００４０】
　シールド保持部２１７０は、導電性を有する筒状の導電部である。シールド保持部２１
７０は、絶縁部２１７２と接続する本体部２１７３と、本体部２１７３の内部に設けられ
る外側リング２１７４および内側リング２１７５とを有している。本体部２１７３は、例
えば、樹脂を用いて形成され、外表面が金属メッキで被覆されている中空円柱状の部材の
外周に金属リングを嵌めこむことによって形成されてなる。
【００４１】
　具体的に、外側リング２１７４は、金属等の導電性材料を用いて形成され、中空円柱状
をなしている。外側リング２１７４は、内周側が内側リング２１７５を嵌合可能な中空空
間を形成する内部壁面２１７４ａを有するとともに、外周が、本体部２１７３の内部壁面
２１７３ａに圧入した際に変形可能な複数の突起を有する凹凸形状をなしている。
【００４２】
　内側リング２１７５は、金属等の導電性材料を用いて形成され、中空円柱状をなしてい
る。内側リング２１７５は、内周側が同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中空空間を形成
する内部壁面２１７５ａを有するとともに、外周において、シールド３０１を収容可能な
溝部２１７５ｂが設けられている。シールド３０１は、外側リング２１７４および内側リ
ング２１７５によって挟持されるか、または半田などの固定部材によって保持されている
。
【００４３】
　芯線保持部２１７１は、導電性の材料を用いて形成されている筒状の導電部である。芯
線保持部２１７１は、中空円柱状をなしており、シールド保持部２１７０が挿通する複数
の同軸ケーブル２１６ａのうちのいずれかの同軸ケーブル２１６ａを保持する。具体的に
、芯線保持部２１７１は、複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中空空間を形成する
内部壁面２１７１ａと、芯線３０３を挿通可能な径を有する孔を形成する芯線挿通部２１
７１ｂと、芯線挿通部２１７１ｂの芯線挿入側と反対側に設けられて芯線挿通部２１７１
ｂに連通し、芯線挿通部２１７１ｂの径より大きい径を有する中空空間を形成する大径部
２１７１ｃとを有する。芯線３０３は、芯線挿通部２１７１ｂに挿入された後、先端が大
径部２１７１ｃに延出した状態で、半田Ｓ1によって固定される。
【００４４】
　複数の芯線保持部２１７１は、互いに異なる同軸ケーブル２１６ａの芯線３０３を保持
している。シールド保持部２１７０が６本の同軸ケーブル２１６ａのシールド３０１を保
持しているため、本実施の形態１では、第１接続部２１７が６個設けられる。
【００４５】
　絶縁部２１７２は、絶縁性の材料を用いて形成され、中空円柱状をなす絶縁部である。
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絶縁部２１７２は、複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中空空間を形成する内部壁
面２１７２ａを有する。絶縁部２１７２は、導電性材料からなる本体部の外表面を絶縁性
の材料によって被覆してなるものであってもよい。
【００４６】
　シールド保持部２１７０、芯線保持部２１７１および絶縁部２１７２は、少なくとも一
端側において、互いに嵌入可能な段付き形状をなしている。シールド保持部２１７０、芯
線保持部２１７１および絶縁部２１７２は、嵌合によって接続されるものであってもよい
し、接着剤などの固定部材によって固定されるものであってもよい。接着剤によって、接
続部分を覆うように固定すれば、防水効果が得られるため好ましい。本実施の形態１では
、図４や図５に示すように、シールド保持部２１７０、芯線保持部２１７１および絶縁部
２１７２が、互いに接続した状態において、それぞれの径が揃った連続的な表面を形成す
る円柱状をなすものとして説明する。
【００４７】
　図６は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を模式的に示す部分断
面図である。第２接続部２１８は、図６に示すように、複数の同軸ケーブル２１６ａのう
ち、複数の第１接続部２１７を通過した残りの同軸ケーブル２１６ａ（本実施の形態１で
は三本）のシールド３０１を保持する円柱状のシールド保持部２１８０と、シールド保持
部２１８０が保持する同軸ケーブル２１６ａの芯線３０３をそれぞれ保持する中空円柱状
の複数の芯線保持部（芯線保持部２１８１～２１８３）と、シールド保持部２１８０およ
び芯線保持部２１８１の間、芯線保持部２１８１，２１８２の間、および芯線保持部２１
８２，２１８３の間に設けられ、絶縁性を有する中空円柱状をなす三つの絶縁部２１８４
とを有する。
【００４８】
　シールド保持部２１８０は、導電性を有する筒状の導電部である。シールド保持部２１
８０には、シールド３０１を挿通可能な三つの挿通孔２１８０ａが形成されている。
【００４９】
　芯線保持部２１８１は、導電性の材料を用いて形成されている筒状の導電部である。芯
線保持部２１８１は、中空円柱状をなしており、シールド保持部２１８０が挿通する複数
の同軸ケーブル２１６ａのうちのいずれかの同軸ケーブル２１６ａを保持する。具体的に
、芯線保持部２１８１は、複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中空空間を形成する
内部壁面２１８１ａと、芯線３０３を挿通可能な径を有する孔を形成する芯線挿通部２１
８１ｂと、芯線挿通部２１８１ｂの芯線挿入側と反対側に設けられて芯線挿通部２１８１
ｂに連通し、芯線挿通部２１８１ｂの径より大きい径を有する中空空間を形成する大径部
２１８１ｃとを有する。芯線３０３は、芯線挿通部２１８１ｂに挿入された後、先端が大
径部２１８１ｃに延出した状態で、半田Ｓ2によって固定される。
【００５０】
　芯線保持部２１８２は、導電性の材料を用いて形成されている筒状の導電部である。芯
線保持部２１８２は、中空円柱状をなしており、シールド保持部２１８０が挿通する複数
の同軸ケーブル２１６ａのうちのいずれかの同軸ケーブル２１６ａであって、芯線保持部
２１８１が保持する同軸ケーブル２１６ａと異なる同軸ケーブル２１６ａを保持する。具
体的に、芯線保持部２１８２は、芯線保持部２１８１と同様、複数の同軸ケーブル２１６
ａを挿通可能な中空空間を形成する内部壁面２１８２ａと、芯線３０３を挿通可能な径を
有する孔を形成する芯線挿通部２１８２ｂと、芯線挿通部２１８２ｂの芯線挿入側と反対
側に設けられて芯線挿通部２１８２ｂに連通し、芯線挿通部２１８２ｂの径より大きい径
を有する中空空間を形成する大径部２１８２ｃとを有する。
【００５１】
　芯線保持部２１８３は、導電性の材料を用いて形成されている筒状の導電部である。芯
線保持部２１８３は、円柱状をなしており、シールド保持部２１８０が挿通する複数の同
軸ケーブル２１６ａのうちのいずれかの同軸ケーブル２１６ａであって、芯線保持部２１
８１，２１８２が保持する同軸ケーブル２１６ａと異なる同軸ケーブル２１６ａを保持す
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る。具体的に、芯線保持部２１８３は、芯線３０３を挿通可能な径を有する孔を形成する
芯線挿通部２１８３ａと、芯線挿通部２１８３ａの芯線挿入側と反対側に設けられて芯線
挿通部２１８３ａに連通し、芯線挿通部２１８３ａの径より大きい径を有する中空空間を
形成する大径部２１８３ｂとを有する。芯線３０３は、芯線挿通部２１８３ａに挿入され
た後、先端が大径部２１８３ｂに延出した状態で、半田Ｓ3によって固定される。
【００５２】
　絶縁部２１８４は、絶縁性の材料を用いて形成され、中空円柱状をなしている絶縁部で
ある。絶縁部２１８４は、複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中空空間を形成する
内部壁面２１８４ａを有する。絶縁部２１８４は、導電性材料からなる本体部の外表面を
絶縁性の材料によって被覆してなるものであってもよい。
【００５３】
　シールド保持部２１８０、芯線保持部２１８１～２１８３および絶縁部２１８４は、互
いに嵌入可能な段付き形状をなしている。シールド保持部２１８０、芯線保持部２１８１
～２１８３および絶縁部２１８４は、嵌合によって接続されるものであってもよいし、接
着剤などの固定部材によって固定されるものであってもよい。接着剤によって、接続部分
を覆うように固定すれば、防水効果が得られるため好ましい。本実施の形態１では、図４
や図６に示すように、シールド保持部２１８０、芯線保持部２１８１～２１８３および絶
縁部２１８４が、互いに接続した状態において、それぞれの径が揃った連続的な表面を形
成する円柱状をなすものとして説明する。
【００５４】
　次に、多芯同軸ケーブル２１６と第１接続部２１７とを接続する接続方法について説明
する。図７および図８は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す
模式図であって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図であって、多芯同軸ケーブル２１
６とシールド保持部２１７０とを接続する方法を説明する図である。
【００５５】
　多芯同軸ケーブル２１６とシールド保持部２１７０とを接続する際には、まず、図７に
示すように、内側リング２１７５の溝部２１７５ｂにシールド３０１を収容する。同様に
、各溝部２１７５ｂにシールド３０１を収容後、内側リング２１７５に外側リング２１７
４を被せて、固定する（図７参照）。この際の内側リング２１７５と外側リング２１７４
との間の固定は、嵌合によるものであってもよいし、接着剤等の固定部材によるものであ
ってもよい。シールド３０１と、内側リング２１７５および外側リング２１７４とは、上
述した嵌合や接着によらず接触しており、電気的に接続されている。
【００５６】
　続いて、図８に示すように、内側リング２１７５および６本の同軸ケーブル２１６ａを
保持した外側リング２１７４を、本体部２１７３の内部壁面２１７３ａが形成する中空空
間に圧入する。この際、外側リング２１７４の外周に設けられた突起が弾性変形して、外
側リング２１７４が本体部２１７３の内部に圧入する。
【００５７】
　このようにして、多芯同軸ケーブル２１６の一部の同軸ケーブル２１６ａを接続すると
ともに、残りの同軸ケーブル２１６ａを挿通したシールド保持部２１７０が形成される。
なお、図７および図８には図示していないが、内側リング２１７５の内部壁面２１７５ａ
が形成する中空空間には、当該第１接続部２１７と接続しない複数の同軸ケーブル２１６
ａが挿通している。
【００５８】
　その後は、シールド保持部２１７０に絶縁部２１７２を取り付け、さらに、絶縁部２１
７２に芯線保持部２１７１を取り付ける。シールド保持部２１７０に絶縁部２１７２を取
り付けた際には、シールド保持部２１７０を通過した複数の同軸ケーブル２１６ａが、絶
縁部２１７２の内部壁面２１７２ａが形成する中空空間を挿通する。絶縁部２１７２に第
１接続部２１７を取り付けた際には、絶縁部２１７２を通過した複数の同軸ケーブル２１
６ａのうちのいずれかの同軸ケーブル２１６ａの芯線３０３を芯線挿通部２１７１ｂに挿
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入する。芯線挿通部２１７１ｂに挿入された芯線３０３は、先端が大径部２１７１ｃに延
出され、半田Ｓ1によって固定される。その後は、シールド保持部２１７０が保持する同
軸ケーブル２１６ａの数に応じて、絶縁部２１７２および芯線保持部２１７１が設けられ
る。なお、第１接続部２１７の多芯同軸ケーブル２１６の挿入側と反対側の端部は、絶縁
部２１７２であってもよいし、芯線保持部２１７１であってもよい。
【００５９】
　続いて、多芯同軸ケーブル２１６と第２接続部２１８とを接続する接続方法について説
明する。図９～図１２は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す
模式図であって、超音波内視鏡の製造方法を説明する図であって、多芯同軸ケーブル２１
６と第２接続部２１８とを接続する方法を説明する図である。
【００６０】
　まず、多芯同軸ケーブル２１６とシールド保持部２１８０とを接続する。図９に示すよ
うに、シールド保持部２１８０の挿通孔２１８０ａにシールド３０１を収容する。同様に
、各挿通孔２１８０ａにシールド３０１を収容後、半田Ｓ4または導電性の接着剤等の固
定部材によってシールド３０１をシールド保持部２１８０に固定する（図１０参照）。
【００６１】
　続いて、シールド保持部２１８０に絶縁部２１８４を取り付け（図１１参照）、さらに
、絶縁部２１８４に芯線保持部２１８１を取り付ける。シールド保持部２１８０に絶縁部
２１８４を取り付けた際には、シールド保持部２１８０を通過した複数の同軸ケーブル２
１６ａが、絶縁部２１８４の内部壁面２１８４ａが形成する中空空間を挿通する。絶縁部
２１８４に芯線保持部２１８１を取り付けた際には、絶縁部２１８４を通過した複数の同
軸ケーブル２１６ａのうちのいずれかの同軸ケーブル２１６ａの芯線３０３を芯線挿通部
２１８１ｂに挿入する。芯線挿通部２１８１ｂに挿入された芯線３０３は、先端が大径部
２１８１ｃに延出され、半田Ｓ2によって固定される（図１２参照）。その後は、芯線保
持部２１８１に絶縁部２１８４を取り付け、芯線保持部２１８２、絶縁部２１８４および
芯線保持部２１８３を順に取り付けて、芯線保持部２１８２，２１８３に芯線３０３をそ
れぞれ接続する。
【００６２】
　このように多芯同軸ケーブル２１６に複数の第１接続部２１７および第２接続部２１８
を取り付けて、複数の同軸ケーブル２１６ａの芯線３０３を第１接続部２１７および第２
接続部２１８の内部で接続することで、芯線３０３が外部に露出することなく、挿入部２
１の内部に挿通させることができる。また、第１接続部２１７および第２接続部２１８は
、各々円柱状をなしているため、矩形の基板等と比して角部を少なくすることができる。
これにより、挿入部２１の内部や、同軸ケーブル２１６ａを損傷することなく超音波内視
鏡２内に挿入することができる。また、複数の同軸ケーブル２１６が、第１接続部２１７
および第２接続部２１８により束ねられる構造をとるため、同軸ケーブル２１６がばらけ
ることを防止することができるとともに、同軸ケーブル２１６を、内視鏡２（挿入部２１
）の内部に円滑に挿入することができる。
【００６３】
　本実施の形態１では、上述したように、第１接続部２１７および第２接続部２１８を作
製する際、導電部である芯線保持部２１７１，２１８１～２１８３に複数の同軸ケーブル
２１６ａを挿通するとともに、複数の同軸ケーブル２１６ａのうちのいずれかの同軸ケー
ブル２１６ａと芯線保持部２１７１，２１８１～２１８３とをそれぞれ電気的に接続する
（接続ステップ）。その後、筒状をなす絶縁部２１７２，２１８４に、芯線保持部２１７
１，２１８１～２１８３を通過した複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通するとともに、絶
縁部２１７２，２１８４を芯線保持部２１７１，２１８１～２１８３に取り付ける（絶縁
部取付ステップ）。これらの接続ステップおよび絶縁部取付ステップを交互に繰り返すこ
とによって、コネクタである第１接続部２１７および第２接続部２１８が形成される（コ
ネクタ形成ステップ）。なお、シールド保持部２１７０，２１８０は、接続ステップおよ
び絶縁部取付ステップの前に形成するようにしてもよいし、接続ステップおよび絶縁部取
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付ステップの後に形成するようにしてもよい。
【００６４】
　図１３は、本発明の実施の形態１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式図であっ
て、超音波内視鏡の製造方法を説明する図であって、第１接続部２１７および第２接続部
２１８を介して複数の同軸ケーブル２１６ａを操作部２２に設けられた接続ユニット１０
０に接続する接続方法を説明する図である。なお、図１３では、説明のため第１接続部２
１７および第２接続部２１８を簡略化して図示している。
【００６５】
　図１３に示すように、接続ユニット１００は、円板状をなしており、一方の面に第１接
続部２１７および第２接続部２１８とそれぞれ接続する接続基板１０１～１０３を有して
いる。接続ユニット１００は、例えば、接続基板１０１～１０３が設けられている面と反
対側の面において、ユニバーサルコード２３と接続する部分と電気的に接続している。
【００６６】
　接続基板１０１は、弾性変形可能であるとともに、第１接続部２１７を保持可能な導電
性を有する複数のレセプタ１０１ａを備えている。レセプタ１０１ａは、帯状の部材を屈
曲してなるＵ字状をなし、重力以外の荷重が加わっていない状態（自然状態）では、第１
接続部２１７の外周のなす径よりも小さい幅の中空空間を形成している。レセプタ１０１
ａは、図１３に示すように、第１接続部２１７の挿入性を向上するうえで、挿入側の先端
部が、Ｕ字の湾曲態様とは逆の態様で湾曲していることが好ましい。接続基板１０１は、
レセプタ１０１ａに接続する配線やスルーホール（図示せず）を介して、接続ユニット１
００の裏面に形成された配線と電気的に接続する。レセプタ１０１ａは、接続対象の第１
接続部２１７の導電部と同数設けられている。
【００６７】
　接続基板１０２は、接続基板１０１と同様に、弾性変形可能であるとともに、第１接続
部２１７を保持可能な導電性を有する複数のレセプタ１０２ａを備えている。レセプタ１
０２ａは、帯状の部材を屈曲してなるＵ字状をなし、重力以外の荷重が加わっていない状
態（自然状態）では、第１接続部２１７の外周のなす径よりも小さい幅の中空空間を形成
している。レセプタ１０２ａも同様に、第１接続部２１７の挿入性を向上するうえで、挿
入側の先端部が、Ｕ字の湾曲態様とは逆の態様で湾曲していることが好ましい。接続基板
１０２は、レセプタ１０２ａに接続する配線やスルーホール（図示せず）を介して、接続
ユニット１００の裏面に形成された配線と電気的に接続する。レセプタ１０２ａは、接続
対象の第１接続部２１７の導電部と同数設けられている。
【００６８】
　接続基板１０３は、弾性変形可能であるとともに、第２接続部２１８を保持可能な導電
性を有する複数のレセプタ１０３ａを備えている。レセプタ１０３ａは、帯状の部材を屈
曲してなるＵ字状をなし、重力以外の荷重が加わっていない状態（自然状態）では、第２
接続部２１８の外周のなす径よりも小さい幅の中空空間を形成している。レセプタ１０３
ａは、図１３に示すように、第２接続部２１８の挿入性を向上するうえで、挿入側の先端
部が、Ｕ字の湾曲態様とは逆の態様で湾曲していることが好ましい。接続基板１０３は、
レセプタ１０３ａに接続する配線やスルーホール（図示せず）を介して、接続ユニット１
００の裏面に形成された配線と電気的に接続する。レセプタ１０３ａは、接続対象である
第２接続部２１８の導電部と同数設けられている。
【００６９】
　先端部２１１側から挿入部２１に挿入され、操作部２２から外部に延出した複数の第１
接続部２１７、および第２接続部２１８を含む多芯同軸ケーブル２１６は接続ユニット１
００に接続される。具体的に、図１３に示す二つの第１接続部２１７は、レセプタ１０１
ａ，１０２ａに圧入して保持されることにより接続基板１０１，１０２に取り付けられる
。この際、レセプタ１０１ａ，１０２ａは、第１接続部２１７のシールド保持部２１７０
および芯線保持部２１７１の外周に接触して保持する。これにより、複数の芯線３０３と
、接続基板１０１，１０２とがそれぞれ電気的に接続される。また、図１３に示す第２接
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続部２１８は、レセプタ１０３ａに圧入して保持されることにより接続基板１０３に取り
付けられる。この際、各レセプタ１０３ａは、第２接続部２１８の芯線保持部２１８１～
２１８３の外周にそれぞれ接触して保持する。これにより、複数の芯線３０３と、接続基
板１０３とがそれぞれ電気的に接続される。なお、シールド保持部２１７０，２１８０を
保持するレセプタ１０１ａ～１０３ａを保持する回路は、グランドに接続されている。
【００７０】
　以上説明した本実施の形態１によれば、超音波振動子７、超音波振動子モジュール２１
４、多芯同軸ケーブル２１６、第１接続部２１７および第２接続部２１８からなる超音波
プローブユニットが、超音波振動子７と、操作部２２のユニバーサルコード２３との接続
部分と、の間に延びる多芯同軸ケーブル２１６であって、複数の同軸ケーブル２１６ａを
有する多芯同軸ケーブル２１６に対して、所定数の同軸ケーブル２１６ａの芯線３０３と
内部で接続するとともに、残りの同軸ケーブル２１６ａを通過させる複数の第１接続部２
１７と、複数の第１接続部２１７を通過した同軸ケーブル２１６ａの芯線３０３と内部で
接続する第２接続部２１８とを備えるようにした。これにより、多芯同軸ケーブル２１６
を挿入部２１に挿入した際の挿入部２１および多芯同軸ケーブル２１６の損傷を抑制し、
品質劣化を抑制するとともに、超音波内視鏡の製造を容易に行うことができる。
【００７１】
　また、本実施の形態１によれば、第１接続部２１７同士の間、第１接続部２１７および
第２接続部２１８との間に間隔が設けられるようにしたので、第１接続部２１７および第
２接続部２１８の配設によらず多芯同軸ケーブル２１６の自由度が維持され、多芯同軸ケ
ーブル２１６を容易に挿入部２１へ挿入することができる。
【００７２】
　また、本実施の形態１によれば、第１接続部２１７同士の間、第１接続部２１７および
第２接続部２１８との間に間隔を設けることにより、第１接続部２１７および第２接続部
２１８が隙間なく配置される場合と比して、第１接続部２１７および第２接続部２１８の
配置の自由度を向上することができるとともに、接続ユニット１００における接続基板１
０１～１０３の配置や、レセプタ１０１ａ～１０３ａの配置の自由度を向上することがで
きる。本実施の形態１によれば、例えば、レセプタ１０１ａ～１０３ａを接続基板の形状
や接続ユニット１００のスペースに応じて二次元的または三次元的に配置することができ
、接続ユニット１００を含む操作部２２の小型化をはかることができる。
【００７３】
　なお、上述した実施の形態１では、接続ユニット１００の接続基板１０１～１０３が、
第１接続部２１７および第２接続部２１８に応じて複数設けられているものとして説明し
たが、接続基板１０１～１０３に代えて一つの接続基板とし、この接続基板にレセプタ１
０１ａ～１０３ａを設けるようにしてもよい。
【００７４】
　また、上述した実施の形態１では、第１接続部２１７および第２接続部２１８の外周の
なす径が同一のものとして説明したが、挿通する同軸ケーブル２１６ａの本数等に応じて
外周のなす径を段階的に小さくしてもよい。
【００７５】
　また、上述した実施の形態１では、第１接続部２１７および第２接続部２１８の外表面
のなす形状が円筒状であるものとして説明したが、これに限らず、断面の外縁のなす形状
が多角形状をなす中空角柱状や、断面が楕円をなす筒状をなすものであってもよい。
【００７６】
（実施の形態２）
　上述した実施の形態１の第１接続部２１７は、シールド保持部２１７０、芯線保持部２
１７１および絶縁部２１７２の外周のなす径が同一であり、第１接続部２１７が中空円柱
状をなすものとして説明したが、第１接続部２１７の形状はこれに限らない。本実施の形
態２に係る第１接続部２１７Ａのように、外周のなす径が部分的に異なっていてもよい。
図１４は、本発明の実施の形態２に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式図である。
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【００７７】
　第１接続部２１７Ａは、図１４に示すように、上述したシールド保持部２１７０および
複数の芯線保持部２１７１と、シールド保持部２１７０および芯線保持部２１７１の間、
および隣り合う芯線保持部２１７１の間に設けられ、絶縁性を有する中空円柱状をなす複
数の絶縁部２１７６とを有する。
【００７８】
　絶縁部２１７６は、絶縁性の材料を用いて形成され、中空円柱状をなしている。絶縁部
２１７６は、外周のなす径が、シールド保持部２１７０および芯線保持部２１７１の外周
のなす径よりも大きい。絶縁部２１７６は、複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中
空空間を形成する内部壁面を有する。絶縁部２１７６は、導電性材料からなる本体部の外
表面を絶縁性の材料によって被覆してなるものであってもよい。
【００７９】
　シールド保持部２１７０、芯線保持部２１７１および絶縁部２１７６は、少なくとも一
端側において、互いに嵌入可能な段付き形状をなしている。シールド保持部２１７０、芯
線保持部２１７１および絶縁部２１７６は、嵌合によって接続されるものであってもよい
し、接着剤などの固定部材によって固定されるものであってもよい。接着剤によって、接
続部分を覆うように固定すれば、防水効果が得られるため好ましい。本実施の形態２では
、図１４に示すように、シールド保持部２１７０、芯線保持部２１７１および絶縁部２１
７６が、互いに接続した状態において、シールド保持部２１７０、芯線保持部２１７１の
外表面に対して、絶縁部２１７６が突出した形状をなしている。
【００８０】
　図１５は、本発明の実施の形態２に係る超音波内視鏡の製造方法を説明する図であって
、図１４に示す第１接続部２１７Ａを接続基板１０１Ａに接続した構成を説明する図であ
る。接続基板１０１Ａは、弾性変形可能であるとともに、第１接続部２１７Ａを保持可能
な導電性を有する複数のレセプタ１０４を備えている。レセプタ１０４は、上述したレセ
プタ１０１ａと同様、帯状の部材を屈曲してなるＵ字状をなし、重力以外の荷重が加わっ
ていない状態（自然状態）では、第１接続部２１７Ａのシールド保持部２１７０および芯
線保持部２１７１の外周のなす径よりも小さい幅の中空空間を形成している。
【００８１】
　第１接続部２１７Ａは、シールド保持部２１７０および芯線保持部２１７１がレセプタ
１０４に圧入して保持されることにより接続基板１０１Ａに取り付けられる。これにより
、複数の芯線３０３と、接続基板１０１Ａとがそれぞれ電気的に接続される。この際、絶
縁部２１７６の外周の径が大きく、第１接続部２１７Ａが段付き形状をなしているため、
製造時、作業者は、第１接続部２１７Ａのレセプタ１０４に配設する位置を視覚的に確認
可能であり、誤って絶縁部２１７６をレセプタ１０４に取り付けることを抑制することが
できる。すなわち、接続基板１０１Ａに対する第１接続部２１７Ａの配置を一層確実に位
置決めすることができる。するなお、シールド保持部２１７０を保持するレセプタ１０４
を保持する回路は、グランドに接続されている。
【００８２】
　以上説明した本実施の形態２によれば、上述した実施の形態１により得られる効果を奏
するとともに、絶縁部２１７６の外周の径が、シールド保持部２１７０および芯線保持部
２１７１の外周の径より大きく、第１接続部２１７Ａの外表面が凹凸形状をなすようにし
たので、第１接続部２１７Ａをレセプタ１０４に取り付ける際の付け間違いを抑制するこ
とができる。
【００８３】
　また、本実施の形態２によれば、絶縁部２１７６の外周の径が、シールド保持部２１７
０および芯線保持部２１７１の外周の径より大きく、第１接続部２１７Ａの外表面が凹凸
形状をなすようにしたので、第１接続部２１７Ａが、レセプタ１０４の配列方向（図１５
の矢印Ｙ）にずれた場合であっても、絶縁部２１７６がレセプタ１０４に係止されるため
、第１接続部２１７Ａがレセプタ１０４から離脱することを抑制できる。
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【００８４】
（実施の形態２の変形例１）
　図１６は、本発明の実施の形態２の変形例１に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模
式図である。上述した実施の形態２では、同一形状をなす絶縁部２１７６が設けられてい
るものとして説明したが、同一形状に限らない。本変形例１に係る第１接続部２１７Ｂは
、複数の絶縁部（絶縁部２１７６ａ～２１７６ｃ）における第１接続部２１７Ｂの長手方
向の長さ（幅）が互いに異なる。
【００８５】
　絶縁部２１７６ａ～２１７６ｃは、絶縁性の材料を用いて形成され、中空円柱状をなし
ている。絶縁部２１７６ａ～２１７６ｃは、外周のなす径が、シールド保持部２１７０お
よび芯線保持部２１７１の外周のなす径よりも大きく、かつ絶縁部２１７６ａ、絶縁部２
１７６ｂ、絶縁部２１７６ｃの順で幅が大きくなっている（ｄ1＜ｄ2＜ｄ3）。絶縁部２
１７６ａ～２１７６ｃは、複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中空空間を形成する
内部壁面を有する。絶縁部２１７６ａ～２１７６ｃは、導電性材料からなる本体部の外表
面を絶縁性の材料によって被覆してなるものであってもよい。
【００８６】
　第１接続部２１７Ｂと接続する接続基板１０１Ｂは、弾性変形可能であるとともに、第
１接続部２１７Ｂを保持可能な導電性を有する複数のレセプタ１０４を備えている。レセ
プタ１０４は、上述したレセプタ１０１ａと同様、帯状の部材を屈曲してなるＵ字状をな
し、重力以外の荷重が加わっていない状態（自然状態）では、第１接続部２１７Ｂのシー
ルド保持部２１７０および芯線保持部２１７１の外周のなす径よりも小さい幅の中空空間
を形成している。接続基板１０１Ｂは、図１６に示すように、絶縁部２１７６ａ～２１７
６ｃの幅に応じたピッチでレセプタ１０４が配置されている。
【００８７】
　以上説明した本変形例１によれば、上述した実施の形態２により得られる効果を奏する
とともに、絶縁部２１７６ａ～２１７６ｃの幅が互いに異なるようにしたので、接続基板
１０１Ｂに対する第１接続部２１７Ｂの配置を逆にして接続しようとすると、絶縁部２１
７６ａ～２１７６ｃとレセプタ１０４とが干渉するため、逆差しを防止して、接続基板１
０１Ｂに対する第１接続部２１７Ｂの長手方向の位置と向きとを一層確実に位置決めする
ことができる。
【００８８】
（実施の形態２の変形例２）
　図１７は、本発明の実施の形態２の変形例２に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模
式図である。上述した実施の形態２では、中空円柱状をなす絶縁部２１７６が設けられて
いるものとして説明したが、この形状に限らない。本変形例２に係る第１接続部２１７Ｃ
は、複数の絶縁部２１７６ｄにおける中心軸方向の端部が面取りされてなる。
【００８９】
　絶縁部２１７６ｄは、絶縁性の材料を用いて形成され、中空円柱状をなしている。絶縁
部２１７６ｄは、複数の同軸ケーブル２１６ａを挿通可能な中空空間を形成する内部壁面
を有する。絶縁部２１７６ｄは、外周のなす径が、シールド保持部２１７０および芯線保
持部２１７１の外周のなす径よりも大きく、かつ中空円柱の中心軸方向の端部（外縁）が
面取りされている。絶縁部２１７６ｄは、導電性材料からなる本体部の外表面を絶縁性の
材料によって被覆してなるものであってもよい。
【００９０】
　以上説明した本変形例２によれば、上述した実施の形態２により得られる効果を奏する
とともに、絶縁部２１７６ｄの端部が面取りされているため、第１接続部２１７Ｃを含む
多芯同軸ケーブル２１６を挿入部２１に挿入した際の挿入部２１および多芯同軸ケーブル
２１６の損傷を一層確実に抑制することができる。
【００９１】
　なお、本変形例２では、多芯同軸ケーブル２１６を挿入部２１に挿入した際の挿入部２
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１および多芯同軸ケーブル２１６の損傷を一層確実に抑制する構成として、絶縁部２１７
６ｄの端部が面取りされている構成を説明したが、このほか、実施の形態２の絶縁部２１
７６を、軟性樹脂を用いて形成することによって、挿入部２１の内部との干渉を抑制する
ものであってもよい。
【００９２】
　上述した実施の形態２および変形例１，２では、第１接続部２１７を例に挙げて説明し
たが、第２接続部２１８に対しても適用可能である。第１および第２接続部の絶縁部の外
周の径を、シールド保持部２１７０および芯線保持部２１７１の外周のなす径よりも大き
くしてもよいし、第１および第２接続部のうちのいずれか一方の絶縁部の外周のなす径を
大きくするものであってもよい。第１および第２接続部のうちのいずれか一方の絶縁部の
外周のなす径を大きくすれば、第１および第２接続部を区別する際の視認性を向上するこ
とができる。
【００９３】
（実施の形態３）
　上述した実施の形態１の多芯同軸ケーブル２１６では、隣り合う第１接続部２１７同士
の間、および第１接続部２１７と第２接続部２１８との間において、複数の同軸ケーブル
２１６ａが露出するものとして説明したが、同軸ケーブル２１６ａの断線を抑制するため
の部材を設けるようにしてもよい。本実施の形態３では、同軸ケーブル２１６ａが露出し
ている部分に、チューブ部材を設ける。図１８は、本発明の実施の形態３に係る超音波内
視鏡の要部の構成を示す模式図である。
【００９４】
　図１８に示すように、隣り合う第１接続部２１７の間の同軸ケーブル２１６ａが露出し
ている部分には、チューブ部材４００が設けられている。チューブ部材４００は、例えば
熱収縮チューブにより構成される被覆部材である。なお、本実施の形態３では、第１接続
部２１７の長手方向（同軸ケーブル２１６ａが延びる方向）の端部において、チューブ部
材４００を取り付けるための中空円柱状をなして突出する凸部４０１が設けられているも
のとして説明する。第１接続部２１７同士を接続する場合は、例えばこの凸部４０１の外
周を覆うように熱収縮前のチューブ部材４００を設けることによって、隣り合う第１接続
部２１７の間で露出する複数の同軸ケーブル２１６ａの外周を被覆する。その後、チュー
ブ部材４００を熱収縮させて凸部４０１に圧着させることによって二つの凸部４０１の間
にチューブ部材４００を配設する。第１接続部２１７と第２接続部２１８との間も同様に
して、この間で露出する複数の同軸ケーブル２１６ａの外周を被覆する。
【００９５】
　また、図１８に示すように、チューブ部材４００は、多芯同軸ケーブル２１６の外皮３
０４と第１接続部２１７との間で露出している同軸ケーブル２１６ａを被覆してもよい。
このようにして、多芯同軸ケーブル２１６において露出しているすべての同軸ケーブル２
１６ａをチューブ部材４００で被覆することが可能である。
【００９６】
　以上説明した本実施の形態３によれば、上述した実施の形態１により得られる効果を奏
するとともに、チューブ部材４００が、隣り合う第１接続部２１７の間や、第１接続部２
１７と第２接続部２１８との間、および／または多芯同軸ケーブル２１６の外皮３０４と
第１接続部２１７との間で露出している同軸ケーブル２１６ａを被覆するようにしたので
、外部からの荷重などによる同軸ケーブル２１６ａの断線を抑制することができる。
【００９７】
（実施の形態４）
　上述した実施の形態３では、同軸ケーブル２１６ａが露出している部分に、チューブ部
材４００を設けることによって同軸ケーブル２１６ａの断線を抑制するものとして説明し
たが、さらに防水機能を付与するようにしてもよい。本実施の形態４では、同軸ケーブル
２１６ａが露出している部分に、防水性を有するチューブ部材を設ける。図１９は、本発
明の実施の形態４に係る超音波内視鏡の要部の構成を示す模式図である。なお、本実施の
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形態４においても、第１接続部２１７の長手方向の端部において、チューブ部材５００を
取り付けるための中空円柱状をなして突出する凸部４０１が設けられているものとして説
明する。
【００９８】
　図１９に示すように、隣り合う第１接続部２１７の間の同軸ケーブル２１６ａが露出し
ている部分には、チューブ部材５００が設けられている。チューブ部材５００は、防水性
を有するチューブ、例えばポリイミドからなるチューブにより構成される被覆部材である
。第１接続部２１７同士を接続する場合は、例えばこの凸部４０１の外周を覆うようにチ
ューブ部材５００を設けることによって、隣り合う第１接続部２１７の間で露出する複数
の同軸ケーブル２１６ａの外周を被覆する。その後、カシメ部材５０１によって、チュー
ブ部材５００をカシメて凸部４０１に密着させることによって、凸部４０１にチューブ部
材５００を配設する。これにより、第１接続部２１７とチューブ部材５００の内部とがな
す空間が密閉され、外部に露出した同軸ケーブル２１６ａに対して防塵性および防水性を
付与することができる。第１接続部２１７と第２接続部２１８との間も同様にして、この
間で露出する複数の同軸ケーブル２１６ａの外周を被覆する。また、多芯同軸ケーブル２
１６の外皮３０４（図１８参照）と第１接続部２１７との間で露出している同軸ケーブル
２１６ａをチューブ部材５００により被覆してもよい。このようにして、多芯同軸ケーブ
ル２１６において露出しているすべての同軸ケーブル２１６ａをチューブ部材５００で被
覆することが可能である。
【００９９】
　以上説明した本実施の形態４によれば、上述した実施の形態１により得られる効果を奏
するとともに、防水性を有するチューブ部材５００が、隣り合う第１接続部２１７の間や
、第１接続部２１７と第２接続部２１８との間、および／または多芯同軸ケーブル２１６
の外皮３０４と第１接続部２１７との間で露出している同軸ケーブル２１６ａを被覆する
ようにしたので、外部からの荷重などによる同軸ケーブル２１６ａの断線を抑制するとと
もに、防水性および防塵性を付与することができる。
【０１００】
　ここまで、本発明を実施するための形態を説明してきたが、本発明は上述した実施の形
態および変形例によってのみ限定されるべきものではない。本発明は、以上説明した実施
の形態および変形例には限定されず、特許請求の範囲に記載した技術的思想を逸脱しない
範囲内において、様々な実施の形態を含みうるものである。また、実施の形態および変形
例の構成を適宜組み合わせてもよい。
【０１０１】
　また、上述した実施の形態１～４では、第１接続部および第２接続部からなる複数のコ
ネクタを有するものとして説明したが、例えば、第２接続部２１８のみの一つのコネクタ
とし、複数の同軸ケーブル２１６ａを、複数の芯線保持部によって保持する構成であって
もよい。この場合、コネクタは、導電部と絶縁部とが連続して配列されてなる筒状をなす
。また、シールド保持部のみを独立させて、芯線保持部のみのコネクタとしてもよい。
【０１０２】
　また、上述した実施の形態１～４では、シールド保持部２１７０，２１８０が、接続対
象の複数の同軸ケーブル２１６ａのシールド３０１を一括して保持するものとして説明し
たが、接続対象の同軸ケーブル２１６ａの本数に応じてシールド保持部２１７０，２１８
０を設けて、それぞれが異なる同軸ケーブル２１６ａのシールド３０１を保持するもので
あってもよいし、接続対象の複数の同軸ケーブル２１６ａを複数組に分けて、この組数に
応じたシールド保持部２１７０，２１８０を設けて、各シールド保持部が組ごとにそれぞ
れシールド３０１を保持するものであってもよい。この場合、導電部としての複数のシー
ルド保持部は、一つ、または組をなす複数のシールド３０１と電気的に接続することにな
り、シールド保持部の数に応じてレセプタも設けられることになる。
【０１０３】
　また、上述した実施の形態１～４では、超音波を出射するとともに、外部から入射した
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超音波をエコー信号に変換するものとして圧電素子を例に挙げて説明したが、これに限ら
ず、ＭＥＭＳ（Micro　Electro　Mechanical　Systems）的に製造した素子、例えばＣ－
ＭＵＴ（Capacitive　Micromachined　Ultrasonic　Transducers）であってもよい。
【０１０４】
　また、超音波内視鏡として、光学系のない細径の超音波ミニチュアプローブを適用して
もよい。超音波ミニチュアプローブは、通常、胆道、胆管、膵管、気管、気管支、尿道、
尿管へ挿入され、その周囲臓器（膵臓、肺、前立腺、膀胱、リンパ節等）を観察する際に
用いられる。
【０１０５】
　また、超音波内視鏡として、被検体の体表から超音波を照射する体外式超音波プローブ
を適用してもよい。体外式超音波プローブは、通常、腹部臓器（肝臓、胆嚢、膀胱）、乳
房（特に乳腺）、甲状腺を観察する際に用いられる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　以上のように、本発明にかかる超音波プローブユニット、超音波内視鏡および超音波プ
ローブユニットの製造方法は、品質劣化を抑制し、かつ容易に製造を行うのに有用である
。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　内視鏡システム
　２　超音波内視鏡
　３　超音波観測装置
　４　内視鏡観察装置
　５　表示装置
　６　光源装置
　７　超音波振動子
　２１　挿入部
　２２　操作部
　２３　ユニバーサルコード
　２４　連結部
　３１　超音波ケーブル
　４１　ビデオケーブル
　６１　光ファイバケーブル
　２１１　先端部
　２１２　湾曲部
　２１３　可撓管部
　２１４　超音波振動子モジュール
　２１５　内視鏡モジュール
　２１６　多芯同軸ケーブル
　２１６ａ　同軸ケーブル
　２１７，２１７Ａ，２１７Ｂ，２１７Ｃ　第１接続部
　２１８　第２接続部
　２２１　湾曲ノブ
　２２２　操作部材
　２２３　処置具挿入口
　３００　芯線ジャケット
　３０１　シールド
　３０２　内皮
　３０３　芯線
　３０４　外皮
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　２１７０，２１８０　シールド保持部
　２１７１，２１８１～２１８３　芯線保持部
　２１７２，２１７６，２１７６ａ～２１７６ｄ，２１８４　絶縁部
 

【図１】 【図２】
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【図１８】

【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月31日(2018.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される挿入部の先端に設けられ、超音波を送受信する超音波振動子と、
　前記超音波振動子から延びる複数のケーブルと、
　導電部および絶縁部が交互に配置されてなる筒状のコネクタであって、前記複数のケー
ブルを内部に挿通するとともに、該複数のケーブルを互いに異なる導電部と電気的に接続
してなる複数のコネクタと、
　前記ケーブルの一部および前記コネクタの一部を被覆する被覆部材と、
　を備え、
　複数の前記コネクタは、前記複数のケーブルが延びる方向に沿って配置されるとともに
、隣り合うコネクタ間に間隔が設けられており、
　前記被覆部材は、複数の前記コネクタの間に設けられ、前記ケーブルにおける、隣り合
うコネクタ間で露出する部分を被覆するとともに、前記コネクタにおける、前記複数のケ
ーブルが延びる方向の端部を被覆する
　ことを特徴とする超音波内視鏡。
【請求項２】
　前記被覆部材は、防水性を有する材料を用いて形成されており、前記コネクタに密着し
ている
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　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波内視鏡。
【請求項３】
　前記ケーブルは、芯線およびシールドを有し、
　前記コネクタは、複数の前記導電部のうち、端部に設けられた導電部が前記シールドと
電気的に接続し、残りの導電部が、互いに異なる前記芯線と接続している
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波内視鏡。
【請求項４】
　前記被覆部材は、前記超音波振動子と前記コネクタとの間で露出する前記ケーブルを被
覆して防水する第２の被覆部材、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波内視鏡。
【請求項５】
　被検体内に挿入される挿入部の先端に設けられ、超音波を送受信する超音波振動子と、
前記超音波振動子から延びる複数のケーブルと、前記複数のケーブルを電気的に接続する
複数のコネクタと、前記ケーブルの一部および前記コネクタの一部を被覆する被覆部材と
、を備えた超音波内視鏡の製造方法であって、
　筒状をなす導電部に前記複数のケーブルを挿通するとともに、前記複数のケーブルのう
ちのいずれかのケーブルと前記導電部とを電気的に接続する接続ステップと、
　筒状をなす絶縁部に前記複数のケーブルを挿通するとともに、該絶縁部を前記導電部に
取り付ける絶縁部取付ステップと、
　前記接続ステップおよび前記絶縁部取付ステップを交互に繰り返すことによってそれぞ
れ作成される前記複数のコネクタであって、前記複数のケーブルが延びる方向に沿って配
置するとともに、隣り合うコネクタ間で間隔を設けて複数配置した複数のコネクタを形成
するコネクタ形成ステップと、
　前記ケーブルにおける、隣り合うコネクタ間で露出する部分、および、前記コネクタに
おける、前記複数のケーブルが延びる方向の端部を被覆部材によって被覆する被覆ステッ
プと、
　を含むことを特徴とする超音波内視鏡の製造方法。
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